
非常災害時における非常災害時における
階上中学校の対応について（階上中学校の対応について（令和７年度版令和７年度版））
非常災害時の階上中学校の対応は，下記のとおりです。ご家庭においては，市の防災無線や広報車の指示に従って，避難や自宅待機等の迅速な対
応をお願いします。学校からのメールによる緊急連絡も行いますが，日ごろから，安全確保を第一に，家族で十分に話し合ってください。ご理解・
ご協力をよろしくお願いします。

■登校前・下校後（自宅にいるとき）に災害が発生した場合

◆【津波注意報，津波警報発令】 ★津波注意報の発令でも，登校せず，自宅待機です。

対応→登校せず，安全な場所（自宅，高台，親戚・知人宅等）に避難すること。 ★自宅に大人がいない場合のお子さんの動きについて

十分話し合っておきましょう。

◆【大津波警報発令】 ★自宅が危険なときに避難する場所の確認〔在宅時〕

対応→登校せず，ただちに安全な場所（自宅，高台，親戚・知人宅等）に避難す
ること。

◆【震度５以上の地震が発生した場合（津波注意報・警報がない場合）】

対応→登校せず，身の安全を確保すること。余震に気をつけること。

◆【気象に関する特別警報（大雨、洪水、暴風、高潮、暴風雪等）発令】
対応→身の安全を確保し，自宅や安全な場所で待機（避難）すること。

◆【Ｊアラート発令】
対応→登校せず、自宅（建物内）に待機。窓から離れ，できれば窓のない部屋に

移動する。
★登下校中に津波注意報や警報，Ｊアラートが発令

※ 災害発生時には，テレビやラジオ，スマホなどで情報を得ましょう。 された場合について，具体的に話し合っておきまし

ょう。

■登校・下校途中に災害が発生した場合

◆【津波注意報，津波警報発令の場合】
対応→学校や近くの高台など、安全な場所に避難すること。

◆【大津波警報発令の場合】
対応→学校や近くの高台など，安全な場所に急いで避難すること。

◆【震度５以上の地震が発生した場合】
対応→余震に気を付け，身の安全を確保しながら，安全な場所に避難すること。

海岸や川の近くにいる人は，高台に避難すること。

◆【Ｊアラート発令】
対応→近くの頑丈な建物に避難，ない場合は物陰に身を隠すか，地面に伏せ

頭部を守ること。

■学校にいるときに災害が発生した場合
★在校中に地震や津波が発生した場合は，教職員の誘導で避難し，警報等が解除される
まで学校で待機させます。また，気象に関する特別警報が発令された場合も学校待機と

なります。

★災害の状況によっては，メールで保護者のお迎えをお願いいたします。ご家庭と連

絡がつかない場合は，学校でそのまま待機させます。 ★お子さん引き渡しが行われる際に来られる方

★電話・メールが不通になった場合 → 生徒の安否を確認したい場合は， （引き渡しカードに記載されている方）

「災害用伝言ダイヤル１７１」をご利用ください。

■臨時休業を行う場合

前日に判断できる場合は，便りやメールで，当日の朝の場合はメールまたは電話等でお
知らせいたします。（メール登録されている保護者は，必ず連絡を確認してください。）

★家庭の事情（被害等）で登校できない場合は，学校
■解除の場合

へご連絡願います。

★登校の指示があっても，生徒の通学路の安全が確認放送：「気仙沼市よりお知らせいたします。先ほど出された，津波注意報（警報）
できない場合は，登校させないでください。が解除されました。」

対応：学校メール配信により，登校時間等，必要な事項について連絡します。

■緊急時の学校からの連絡・メール配信等について

確実かつ迅速な連絡を徹底します。
メール配信できない場合は，電話連絡やホームページでお知らせします。
電話・メールが不通になった時は，災害用伝言ダイヤル１７１をご利用ください。
大規模災害により数日間不通の場合は，学校からの連絡事項を階中，階小，階上
公民館，向洋高校等に掲示をするなどして対応していきます。

◎登下校中に災害が発生した場合，その時の自分

の居場所を基に，以下のように判断し行動する。

＊家へ向かう。（または家に戻る。）

＊学校へ向かう。（または家に戻る。）

＊近くの安全な場所（高台・頑丈な建物等）

に向かい，そこで迎えを待つ。

【家族で決めた登下校中の避難待機場所】

□津波の場合

□地震の場合

□Jアラートの場合
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必要事項を記入し，見えるところに貼っておきましょう！

①（ ）さん

②（ ）さん

③（ ）さん

□地震（津波）の場合

□豪雨や土砂災害の場合

□その他（ ）の場合


